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第
八
十
七
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
第
五
項
中
「
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
障
害
者
総
合
支 

援
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五 

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

６ 

セ
ン
タ
ー
は
、
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う 

 

施
設
と
す
る
。 

 

第
六
条
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」
を
「
障 

害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く 

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
短
期
入
所
、
施
設
入
所
支
援
、
自
立
訓
練
及
び
就
労
移
行
支
援
に
限
る
。
） 

の
項
区
分
の
欄
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
」

を
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
、
「
及
び
就
労
移
行
支
援
」
を
「
、
就
労
移
行
支
援
及
び
就
労
定

着
支
援
」
に
改
め
、
同
項
金
額
の
欄
中
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
」
を
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
新
た
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び 

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、 

そ
の
使
用
料
の
額
を
定
め
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

  



- 9 - 

第
八
十
八
号
議
案 

 
 

 

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
、
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中

「
春
日
部
市
」
を
「
熊
谷
市
、
春
日
部
市
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
１
中
「
第
十
八
条
第
二
十
四
項
第
一
号
」
の
下
に
「
、
第

四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
、
「
第
四
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二

号
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
三
項
及
び
第
五
項
」
を
「
第
八
十
五
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六

項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。 

一 

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
の
改
正
規
定 

埼
玉
県

屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第 

 
 

号
）
の
施

行
の
日 

二 

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
の
改
正
規
定 

公
布
の
日 

  
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
及
び
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
し
た
い
の

で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
八
十
九
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
の
二
の
表
中
「
春
日
部
市
」
を
「
熊
谷
市
、
春
日
部
市
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

屋
外
広
告
物
法
の
規
定
に
基
づ
く
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
事
務
の
一
部
を
景
観
行
政

団
体
で
あ
る
熊
谷
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
二
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め

る
。 

 

第
五
十
六
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
） 

第
五
十
六
条
の
四 

建
築
物
の
敷
地
は
、
道
路
（
自
動
車
の
み
の
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除

く
。
次
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、
安
全

上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。 

 

一 

そ
の
敷
地
が
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
（
道
路
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
避
難
及
び

通
行
の
安
全
上
必
要
な
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
二
メ
ー
ト
ル
以
上
接
す
る
建
築
物
の
う
ち
、
利
用

者
が
少
数
で
あ
る
も
の
と
し
て
そ
の
用
途
及
び
規
模
に
関
し
同
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

 

二 

そ
の
敷
地
の
周
囲
に
広
い
空
地
を
有
す
る
建
築
物
そ
の
他
の
法
第
四
十
三
条
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
建
築
物 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
規
定
の
整
備
を
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も

の
で
あ
る
。 
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第
九
十
一
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
及
び
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
（
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
三
条
第
十
九
号
中
「
第
六
十
八
号
」
を
「
第
七
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
号
中
「
第

六
十
九
号
」
を
「
第
七
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中
「
第
七
十
号
」
を
「
第
七
十

二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
第
七
十
一
号
」
を
「
第
七
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
三
号
中
「
第
七
十
二
号
」
を
「
第
七
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
四
号
中
「
第
七

十
三
号
」
を
「
第
七
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
号
中
「
第
七
十
四
号
」
を
「
第
七
十

六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
六
号
中
「
第
七
十
七
号
」
を
「
第
七
十
九
号
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
一
号
中
「
第
百
六
号
イ
及
び
第
百
十
一
号
イ
」
を
「
第
百
九
号
イ

及
び
第
百
十
四
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
百
号
ハ
、
第
百
六
号
ハ
及
び
第
百
十
一

号
ハ
」
を
「
第
百
三
号
ハ
、
第
百
九
号
ハ
及
び
第
百
十
四
号
ハ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
百
十
六

号
を
第
百
十
八
号
と
し
、
第
百
十
五
号
を
第
百
十
七
号
と
し
、
同
項
第
百
十
四
号
中
「
第
百
十

一
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
十
四
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
十
一
号
金
額
の
欄
ロ
」
を

「
第
百
十
四
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
六
号
と
し
、
同
項
中
第
百
十
三

号
を
第
百
十
五
号
と
し
、
第
百
十
二
号
を
第
百
十
四
号
と
し
、
第
百
十
一
号
を
第
百
十
三
号
と

し
、
同
項
第
百
十
号
中
「
第
百
十
五
号
」
を
「
第
百
十
八
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十

二
号
と
し
、
同
項
第
百
九
号
中
「
第
百
六
号
金
額
の
欄
イ
」
を
「
第
百
九
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、

「
第
百
六
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
九
号
金
額
の
欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
十
一

号
と
し
、
同
項
中
第
百
八
号
を
第
百
十
号
と
し
、
第
百
七
号
を
第
百
九
号
と
し
、
同
項
第
百
六

号
中
「
第
百
七
号
」
を
「
第
百
十
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
八
号
と
し
、
同
項
中
第
百

五
号
を
第
百
七
号
と
し
、
第
百
四
号
を
第
百
六
号
と
し
、
同
項
第
百
三
号
中
「
第
百
号
金
額
の

欄
イ
」
を
「
第
百
三
号
金
額
の
欄
イ
」
に
、
「
第
百
号
金
額
の
欄
ロ
」
を
「
第
百
三
号
金
額
の

欄
ロ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
百
五
号
と
し
、
同
項
中
第
百
二
号
を
第
百
四
号
と
し
、
第
百

一
号
を
第
百
三
号
と
し
、
同
項
第
百
号
金
額
の
欄
イ
中
「
第
百
一
号
」
を
「
第
百
四
号
」
に
、

「
第
百
二
号
」
を
「
第
百
五
号
」
に
改
め
、
同
欄
ロ
中
「
第
百
一
号
」
を
「
第
百
四
号
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
百
二
号
と
し
、
同
項
中
第
九
十
九
号
を
第
百
一
号
と
し
、
第
五
十
三
号
か

ら
第
九
十
八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
五
十
二
号
中
「
仮
設
建
築
物
の
」
を
「
仮

設
興
行
場
等
の
」
に
、
「
仮
設
建
築
物
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
建
築
許

可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

五
十
四 

建
築
基
準 

特
別
仮
設 

十
六
万
円 
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別
表
都
市
整
備
部
の
項
中
第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
五
十
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
四

十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
七
号
と
し
、
同
項
第
十
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

        

（
埼
玉
県
証
紙
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

埼
玉
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
九
十
二
号

を
第
三
百
九
十
四
号
と
し
、
第
三
百
十
九
号
か
ら
第
三
百
九
十
一
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
同
項
第
三
百
十
八
号
中
「
仮
設
建
築
物
建
築
許
可
申
請
手
数
料
」
を
「
仮
設
興
行
場
等
建

築
許
可
申
請
手
数
料
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
百
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。 

   
 

別
表
埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
項
中
第
三
百
十
七
号
を

第
三
百
十
八
号
と
し
、
第
二
百
八
十
号
か
ら
第
三
百
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

二
百
七
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

十
六 

建
築
基
準
法

第
四
十
三
条
第
二

項
第
一
号
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
の

認
定
の
申
請
に
対

す
る
審
査 

建
築
物
の

敷
地
と
道

路
と
の
関

係
の
建
築

認
定
申
請

手
数
料 

二
万
七
千
円 

 

法
第
八
十
五
条
第

六
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
別
な
仮
設

興
行
場
等
の
建
築

の
許
可
の
申
請
に

対
す
る
審
査 

興
行
場
等

建
築
許
可

申
請
手
数

料 

 

 

二
百
八
十 

建
築
物
の
敷
地
と
道
路
と
の
関
係
の
建
築
認
定
申
請
手
数
料 

 

三
百
二
十 

特
別
仮
設
興
行
場
等
建
築
許
可
申
請
手
数
料 
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 
理 

由 

 

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
特
別
仮
設
興
行
場
等
建
築
許
可
申
請
手
数
料
等
の
額
を
定

め
、
証
紙
に
よ
る
収
入
の
方
法
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
及
び
規
定
の
整
備
を
し
た
い
の
で
、

こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
九
十
二
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
特
別
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。 

 

五 

丁
種
住
宅 

居
住
室
三
及
び
居
間
、
台
所
兼
食
堂
を
有
す
る
特
別
県
営
住
宅
を
い
う
。 

 

第
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

丁
種
住
宅 

 

第
三
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
第
四
号
の
丁
種
住
宅
は
、
特
別
県
営
住
宅
の
う
ち
、
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
九
十
三
号
）
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
住
宅
と
同
様
の
目
的
に
よ
り
設
置
す
る
住
宅
を
い

う
。 

 

第
五
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
特
別
県
営
住
宅
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
住
宅
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
」
を
削
る
。 

 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
八
条
の
二 

公
営
住
宅
法
第
三
十
五
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
及
び
第
四
十
二
条
並
び
に

県
営
住
宅
条
例
第
五
条
か
ら
第
四
十
三
条
ま
で
及
び
第
五
十
三
条
か
ら
第
五
十
九
条
ま
で
の
規

定
は
、
特
別
県
営
住
宅
（
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
住
宅
に
限
る
。
）
の
管
理
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
県
営
住
宅
条
例
第
五
十
四
条
の
二
中
「
第
六
十
条
の
適

用
を
受
け
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
が
行
う
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
が
同
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
県
営
住
宅
条
例
第
五
条
、
第

六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
一
条
（
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十

二
条
か
ら
第
十
六
条
の
二
ま
で
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、

第
二
十
八
条
か
ら
第
二
十
九
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
、

第
三
十
九
条
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
三
条
及
び
第
五
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
、
県
営
住
宅
条
例
第
二
十
条
第

四
項
中
「
そ
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
が
そ
の
日
」
と
、
県
営
住
宅
条
例
第
四
十
条
の
二
第

一
項
第
一
号
中
「
に
お
い
て
、
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
に
お
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い
て
、
」
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

上 
 

田 
 

清 
 

司 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 
由 

 

住
宅
事
情
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
一
部
を
公
営
住
宅
法
に
基
づ
く
県
営

住
宅
に
準
ず
る
住
宅
に
転
用
し
、
そ
の
活
用
を
図
り
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ

る
。 


